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こ
れ
ら（
先
週
号
で
掲
載
し
た
健
康
診
断
の
現
状
等
）を
踏
ま
え
て
、健

康
診
断
の
項
目
を
検
討
す
る
と
、
現
行
の
船
員
法
に
基
づ
く
健
康
検
査

に
お
い
て
は
、
具
体
的
に
は
、
以
下
の
見
直
し
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

①
陸
上
労
働
者
に
お
い
て
、
雇
い
入
れ
の
と
き
に
も
健
康
診
断
を
実
施

し
て
い
る
項
目
等
に
つ
い
て
、
原
則
必
須
（
35
歳
以
上
は
必
須
。
35
歳

未
満
は
指
定
医
の
判
断
で
省
略
可
）
と
す
る
こ
と
。

　

　【
例
】
貧
血
、
血
中
脂
質
、
血
糖
（
空
腹
時
ま
た
は
随
時
血
糖
。
指

定
医
が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
Ｈ
ｂ
Ａ
１
ｃ
）
、
心
電
図
、
肝
機

能
、
Ｂ
Ｍ
Ｉ
、
腹
囲
（
Ｂ
Ｍ
Ｉ
20
未
満
お
よ
び
妊
婦
等
に
つ
い
て
も

指
定
医
の
判
断
で
省
略
可
）

②
健
康
証
明
書
の
記
載
事
項
な
ど
の
以
下
の
項
目
を
明
示
す
る
こ
と
。

　

　【
例
】
既
往
歴
、
服
薬
歴
、
喫
煙
履
歴
、
業
務
歴
、
自
覚
症
状
・
他

覚
所
見
の
有
無

③
外
航
船
員
に
対
し
、
陸
上
労
働
者
の
海
外
勤
務
者
に
求
め
ら
れ
て
い

る
以
下
の
項
目
に
つ
い
て
、
指
定
医
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
実
施

す
る
こ
と
。

　

　【
例
】
腹
部
画
像
検
査
、
血
中
尿
酸
量
検
査
、
Ｂ
型
肝
炎
抗
体
検

査
、
Ａ
Ｂ
Ｏ
式
・
Ｒ
ｈ
式
血
液
型
検
査
、
糞
便
塗
抹
検
査

④
騒
音
の
影
響
の
あ
る
機
関
部
の
船
員
に
つ
い
て
、
船
舶
所
有
者
は
、

健
康
影
響
の
早
期
発
見
や
予
防
の
た
め
に
、
オ
ー
ジ
オ
メ
ー
タ
を
用

い
た
検
査
の
実
施
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
な
お
、
オ
ー
ジ
オ

メ
ー
タ
を
用
い
た
検
査
に
よ
る
結
果
を
合
格
標
準
へ
導
入
す
る
こ
と

に
関
し
て
は
、
他
の
運
輸
関
係
事
業
に
お
け
る
聴
力
基
準
を
参
考
に

し
つ
つ
、
専
門
家
の
意
見
を
聞
い
た
上
で
、
現
行
の
合
格
標
準
に
相

当
す
る
合
格
標
準
の
基
準
の
設
定
の
要
否
に
つ
い
て
今
後
検
討
す
る

こ
と
。

　
な
お
、
こ
れ
ら
の
健
康
検
査
の
項
目
の
見
直
し
に
伴
う
合
格
標
準
の

見
直
し
の
要
否
に
つ
い
て
は
、
船
員
の
健
康
管
理
の
た
め
に
必
要
な
項

目
で
あ
る
の
か
、
船
員
の
乗
船
の
可
否
の
判
断
の
た
め
に
必
要
な
の
か

と
い
う
点
も
含
め
て
、
検
討
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

「
船
員
の
健
康
確
保
に
向
け
て
」
の
概
要
に
つ
い
て

㊥

　
次
回
も
引
き
続
き
、「
船
員
の
健
康
診
断
の
あ
り
方
」
に
つ
い

て
お
届
け
し
ま
す
。
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